
【申立人用】

第二東京弁護士会 仲裁センター 御中 

手続参加についての同意書 

以下の1～14の事項を理解しました。 

1.第二東京弁護士会仲裁センター（以下、「当センター」という。）の和解あっせん手続は、当事者の話合

いを中立の立場のあっせん人（弁護士等）が支援し、当事者同士の話合いでの解決を目指す手続です。

あっせん人は中立の立場で当事者の話合いを支援・仲介しますが、申立人の代理人でもありませんし、

被申立人（相手方）の代理人でもありません。あっせん人が一方当事者から相談を受けることもでき

ません。また、あっせん人が当事者を期日に出席させたり、あっせん人が当事者に和解させたりする強

制力がある手続ではありません。 

2.申立書提出に関して必要となる附属書類等については「申立チェックリスト」をご確認ください。 

3.あっせん人(仲裁人)に関する希望がある場合、連絡方法について希望がある場合、期日調整に関して希

望がある場合などは、そのことが分かるように別紙等に記載して、申立時に一緒にご提出ください。 

4.当センターが申立てを受理した後は、いかなる事由があっても当センターに提出された書類は返還し

ません。当センターに提出する前に必ずお手元に控えをお取りいただくようお願いします。 

5.申立書及び提出された証拠（書類）は受理した後、原則として相手方にすべて送付されます。今後、追

加で書面や証拠等を提出される場合も、原則関係者(あっせん人・相手方等)にすべて送付されます。

（あっせん人の判断で相手方に送付しない場合もあります。）あっせん人限り等の扱いを希望される場

合は、その旨を分かるようにご記載のうえ、ご提出ください。 

6.申立書をお預かりした後、受理するか否かを当センター内で検討し、速やかにご連絡します。 

7.当センターが受理する場合、申立手数料を納付してください(金融ADRを除く)。申立手数料を納付いた

だいた後、速やかに受理して手続を進めます。 

8.被申立人（相手方）からの返答はおおむね３週間後を目途に求めます。 

9.被申立人（相手方）から出席回答があった場合は期日を開催します。「期日」とは、当事者双方とあっ

せん人が集まって話し合う機会をいいます。期日には、あっせん人(弁護士等)が、当事者の中立の立場

で同席します。 

10.当事者間の話合いは原則として期日で行うことを想定しており、当事者の方には期日までの間にその

準備や検討をしていただきます。期日を開催せずに、メールや電話で当事者の意見の取次のみをする

ことは、運営上想定しておりません。 

11.被申立人（相手方）が本件の出席を断った場合、もしくは、出席回答がない場合は事件終了となりま

す。あっせん人が相手方に連絡を取り、出席を促しますが、相手方の不応諾の意思が固い場合は、申立

人に取り下げていただきます。なお、その際は、申立手数料の半額を返金いたします（申立手数料が１

万円（税抜き）の場合に限る）。 

12.和解あっせん手続は非公開であることが一つの特徴となっており、録音や録画は禁止されています。 

13.期日において当事者間に和解が成立したときは和解契約書を締結します。和解あっせん手続は、押印

済の和解契約書を当事者へ交付(送達)して終了となります。 

14.当センターの手続は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（「ADR法」）に基づく認証を受け

ていません。したがって、当センターの和解あっせん手続でADR法の「特定和解」として執行力がある

和解合意をすることはできません。ただし、執行力がある和解を希望する場合、両当事者の同意を得た

上で、仲裁法３８条の和解に基づく仲裁判断（「38 条決定」）等として、執行力がある和解合意を実現

することができます。仲裁判断を希望される場合は、期日の時にあっせん人にご相談ください。 

氏名                印


